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Ⅲ 教職員に係る危機への対応

１．毒物・劇物の紛失及び事故 

 事例１：（紛失）教員が，毒物・劇物保管庫に保管してある毒物の瓶が紛失している

ことに気づいた。 

 事例２：（事故）教員が，劇物の入った薬品瓶を床に落としてしまい，薬品瓶の破片    

や薬品が室内に飛び散り，近くにいた教員に薬品がふりかかった。  

（事例１） 

（１）初期対応

①状況把握

紛失に気づいた教職員は，研究室の使用責任者と協力して保管庫内の薬品の数量

や有無を薬品管理システム・毒劇物受払簿により確認し，紛失の状況を当該部局等

総務担当係へ速やかに報告するとともに現場の保存に努めます。 

②情報の確認

当該部局等総務担当係は，紛失した薬品の特定を行い，紛失・盗難の疑いが強い

場合は，直ちに警察に通報します。 

（事例２） 

（１）初期対応

①状況把握

事故の発生を確認した教職員は，近くにいる者に事故の発生を伝え，当該部局等

総務担当係へ事故発生を直ちに知らせます。また，負傷の程度を確認して速やかに

保健管理センターへ連絡し，可能な応急処置を施します。状況によっては，救急車

(119 番）の出動要請を行います。なお，出動要請の際には，劇物での事故であるこ

とを伝えます。 

②情報の確認と二次被害の防止

当該部局等総務担当係は，総務部人事課に事故の発生を連絡し，現場に急行して

初期情報の確認を行い，協力して被害者の救出等の救護措置を行います。 

現場の状況が二次被害等の恐れがある場合には，速やかに扉を閉めて被害の拡散

の防止を図った後，周辺教職員へ避難を呼びかけるとともに，事故現場への立入を

規制します。また，警察・消防署へ連絡します。 

（以下共通） 

（２）連絡体制等

①連絡系統

連絡を受けた各部局等総務担当係は，事故等の発生を上司の事務（部）長等へ報

告します。報告を受けた事務（部）長等は，危機管理員・管理責任者（いずれも部

局長）へ報告し，レベル２以上であると想定される場合は，財務課長（事例 1 の場

合）又は人事課長（事例２の場合）へ報告します。 

報告を受けた財務課長等又は人事課長等は，事故等の状況を確認し，速やかに総

務企画・コンプライアンス推進室（総務課長），それぞれの事案に関わる担当理事，
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危機管理担当理事及び総括管理責任者（学長）に報告を行います。 

②連絡調整窓口 

事故への対応状況等の全ての情報は，財務課長（事例１の場合）又は人事課長（事

例２の場合）に集約し，学内の連絡調整窓口として機能します。 

    ③警察・消防等への連絡 

緊急に警察・消防等に通報する必要のある場合は，事務局の了承を要しないこと

とし，事後報告を行います。 

    ④被害者等の関係者への連絡 

負傷者が発生した場合，負傷者の所属する部局等を通じて，被害者の家族・関係

者に連絡します。 

 

（３）事故等への対処等 

      ①危機管理レベルの判定(別表１参照) 

学長は，危機管理員，総務企画・コンプライアンス推進室他関係者を招集し，危機

管理レベルの判定を行い，今後の対処方針（危機対策本部設置など）を検討します。 

②危機対策本部の設置 

学長は，危機管理レベル等により，事故等の対処のため必要と判断するときは，

危機対策本部を設置します。 

        ※ 構成員（別表２参照） 

    ③調査委員会の設置 

事故等の状況を踏まえ，必要に応じて調査委員会を設置し，事故の原因や問題点

を調査・究明するとともに，再発防止のための改善策等をとりまとめます。 

          ※ 構成員（別表２参照） 

④部局等への対応の指示 

学長は，被害者への対応，今後の予防策の検討等について，特に必要と認めた場

合，関係部局に適切な指示を行います。 

 

  （４）学外対応 

    ①被害者等への対応 

教職員に負傷者が出た場合や紛失により学外に被害者が出た場合は，負傷者又は

被害者を見舞い，本人やその家族等の関係者に事実を報告し，大学側に過失がある

場合には誠意を持って謝罪します。この場合において，見舞い等の対応は，原則と

して事件・事故が発生した部局長が行うこととしますが，状況に応じて，事務局と

調整を行い対応について検討します。 

②学外への公表等 

事故等の発生について，必要に応じＨＰやメディアにより学外へ公表します。        

報道機関からの取材要請等がある場合には，必要に応じて記者会見を行います。 

報道機関との連絡調整は広報室長が，問い合わせへの対応は財務課長又は人事課

長が行います。 

    ③文部科学省への報告 

総務企画・コンプライアンス推進室は事件・事故の概要を文部科学省へ報告し，

その後も状況に応じて続報を入れます。 
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（５）事後対策・再発防止

①教職員への周知

教職員に対して，発生事例の公表を行うとともに毒物・劇物の保管・管理及び盗

難等の防止に対する意識の改革を喚起します。 

②再発防止策の検討

事態の終息後，発生事例の原因究明及び分析を行うとともに対応等での不備な点

の洗い出しと改善策の検討を行います。 

不備な点の改善措置後には疑似事例でのシミュレーション等による検証を実施し

たうえで，教職員等に対して事故防止策を周知徹底します。 
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別表１ 

レ ベ ル 表 

レベル１ レベル２ レベル３ 

紛失の場合 

 

室内現況等により，毒物・

劇物の紛失の疑いがある。 

 

 

 

 

 

 毒物・劇物の紛失が確認され

た（１研究室）。 

 

  

 

 複数の研究室で毒物・劇物

の紛失が確認された。 

 

 

                               事故の場合 

 

毒物・劇物の薬品瓶等が破

損し薬品が漏れている。 

 

 

 

 

 

毒物・劇物の薬品瓶等が破裂

し，器物破損した。 

漏れた薬品により，有毒ガス

が発生し，危険な状況にある。 

 

 

 毒物・劇物により，負傷者

が発生した。 

  

 

 

関係者への連絡・報告  

 

  

 

 

 

必要に応じて，調査委員会を

設置 

 

 

調査委員会を設置 

全学へ危機の通報 

 

危機対策本部の設置の検討 

公表（HP，メディア等）の検討 

 

別表２ 

毒物・劇物の盗難及び事故時の対応 
名          称 構    成    員 

 

危 機 対 策 本  部 

 

本 部 長：学  長 

副本部長：理事（危機管理担当） 

本 部 員：理事，関係部局長，事務局担当部課長， 

関係部局事務（部・課）長， 

その他必要と認められる者 

 

 調 査 委 員 会 

理事（総務担当），関係部局長，関係部局の事務(部)

長，安全衛生担当者，産業医，その他必要と認めら

れる者 

 連 絡 調 整 窓 口（学 内 対 応） 財務部財務課長，総務部人事課長 

 

 

 学 外 担 当 窓 口 

 

報道機関対応 
連絡調整：広報室長 

問い合わせ対応：財務課長 

        人事課長 

文部科学省等対応 
総務企画・コンプライアンス

推進室 
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初期段階

次の段階

    毒 物 ・ 劇 物 の 盗 難 及 び 事 故 時 の 対 応

部局長(危機管理員・管理責任者)へ報告

〈情報提供時に必要な事項の入手・整理・記録〉

対応方針を決定（危機対策本部事務主管：総務部総務課）
・被害状況の把握
・報道機関への公表の有無、関係部局への電話や取材への
対応の指示

・相談窓口設置の有無
・調査委員会の設置の検討、メンバー選定

報道機関へ公表する場合
報道機関との連絡調整：広報室長

・緊急記者発表の日時、場所、発表者の決定
・記者クラブへの連絡等
・学内対応の統一、報道対応結果の収集
問い合わせ対応：財務課長、人事課長
・発表用原稿、想定問答集の作成
・報道機関対応窓口の一本化

学長・各理事へ報告
レベルの判定

事態が収束後、今後の大学としての対応策を発表、
再発防止に努める姿勢等を明らかにし、信頼回復を図る。

事実発覚・発生（紛失・盗難・事故）
各学部等総務担当係へ第一報、事務（部）長まで報告。

事後対策・再発防止
・発生事例の原因究明・分析及び学内公表
・管理体制及び危機管理マニュアルの見直し・検証・再整備
・保管・管理及び盗難等の防止に対する学内への注意喚起
・警察等関係機関への連絡
・職員懲戒規則に抵触する場合は、職員の処分等

危機対策本部設置

警察・消防・保健管理セン
ター等へ通報・連絡

事実発生｛発見者（教職員）｝

（紛失・盗難）
財務部財務課長へ報告

（現場への人員派遣など正確な情報の
早期入手に努める。）

（事故）
総務部人事課長へ報告

（現場への人員派遣など正確な情報の
早期入手に努める。）

①随時、必要な情報の入手、共有
②初期における事態の見極め
③被害状況の確認と処置

④必要に応じ危機対策本部設置の準備

調査委員会の設置
・事実詳細の把握
・原因究明、分析
・調査レポートの作成

文部科学省等との連絡・調整

現場対応（部局長）
・警察・消防等との連絡・調整
・正確な被害状況の把握・共有
・被害者対応

（紛失・盗難）

・いつ、誰からの通報（学内、学外者）
・発生状況、発生場所、時間等
・薬品管理システム等とのチェック
・被害状況の確認（紛失薬品名・量）

（事故）

・発生状況、発生場所、時間等
・死傷者の状況、人数等
・応急処置の状況等

危機管理担当理事へ報告

総務部総務課長
（総務企画・コンプライアンス推進室）へ報告

収集した情報から、事案がレベル２以上であると想定された場合

財務担当理事へ報告 安全衛生担当理事へ報告

レベル２以上と判定された場合

（必要に応じて） （必要に応じて）

34



Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

2.単位認定等に関する不正発生時

Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

２．単位認定等に関する重大な不正発生時 

事例：複数の学生が，「担当教員が正当な成績評価を行っていない」と大学へ申

し立て，更に保護者等からもクレームのメールや電話が多数あった。 

（１）初期対応

①状況の確認

当該部局は，当該教員の人権に配慮しつつ，正確な情報の収集に努め，確認・未

確認情報を収集，整理し記録し，受講学生に対する被害の有無と程度を調査・確認

をします。当該教員が担当している他の授業についても調査確認を行います。 

（２）連絡体制

①連絡系統

当該部局の事務（部・課）長は，所属部局の危機管理員（部局長）に報告すると

ともに，学生部（教務課長等）へ報告します。 

報告を受けた学生部（教務課長等）は，事実の確認を行い，理事（教育担当）及

び総務企画・コンプライアンス推進室に報告します。 

理事（教育担当）は，学長に報告します。 

②当該教員への連絡

当該教員に対して事実の確認等のために連絡する場合は，当該部局の事務（部）

長等を通じて行います。 

（３）事案への対処等

①危機管理レベルの判定（別表１参照）

学長は，教育担当理事，当該部局の危機管理員，総務企画・コンプライアンス推

進室他関係者を招集し，危機管理レベルの判定を行い，今後の対応（危機対策本部

設置など）を検討します。 

②危機対策本部の設置

学長は，危機管理レベル等により，事案への対処のために必要と判断するとき

は，危機対策本部を設置します。 

※ 構成員（別表２）

③相談窓口の設置

学生に対する相談窓口については，既存の「学生何でも相談室」を活用します

が，特に必要と認めた場合，新規に窓口を設置します。 

④調査委員会の設置

事件の状況を踏まえ，必要に応じて調査委員会を設置し，事案の発生原因や問題

点を調査・究明するとともに，再発防止のための改善策等をとりまとめます。 

※ 構成員（別表２）
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（４）学外対応 

①被害者等への対応 

事案について，当該学生やその家族等の関係者に事実を報告し，誠意をもって対

応します。この場合において，報告，謝罪等の対応は，当該学部の部局と学生部が

連携して行うこととしますが，状況に応じて，大学本部と調整のうえ対応を検討し

ます。 

②学外への公表等 

事案の発生について，必要に応じてＨＰやメディア等により学外へ公表します。 

報道機関との連絡調整は広報室が行い，取材要請等がある場合には，必要に応じ

て記者会見を行います。 

報道機関等の学外からの問い合わせへの対応は，関係部局又は学生部が行いま

す。 

③文部科学省への報告 

学生部長又は教務課長は事件の概要を文部科学省に報告し，その後も状況に応じ

て続報を入れます。 

 

  （５）事後対策・再発防止 

①学生・教職員への対応 

学生・教職員に対し，事件の経過を記した文書の配布や掲示等により不正の発生

防止のための注意喚起を図ります。 

また，事件発生の原因究明及び分析を行い単位認定の処理体制を整備するととも

に，不正の再発防止のための改善策を策定し，教職員に対して周知徹底します。 

②当該教員の処分 

学長は，事件を起こした当該教員に対し，職員就業規則等の規則に基づく処分を

決定します。 

③大学の信頼回復 

事態の収束後，大学として，再発防止のための改善策を発表し，社会における信

頼回復を図ります。 
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別表１ 

レ ベ ル 表

レベル１ レベル２ レベル３

教員が正当な成績評価を行

っていないとの情報が担当部

署に入った。 

当該授業の受講者に実質的

被害の無いことが判明した。 

担当教員が正当な成績評価

を行っていない事実が確認さ

れた。 

当該授業の受講者に実質的

被害はないが，受講者の一部

に納得できない者がいる。 

当該授業の受講者に実質的

に深刻な被害が生じたり，相

当数の受講者に納得できない

者がいる。 

保護者，学外者からのクレ

ームの電話またはメールが届

いた。 

内部関係者へのヒアリング  必要に応じて，調査委員会

を設置 

調査委員会を設置 

 危機対策本部の設置を検討 

公表（ＨＰ，メディア等）の検討 

別表２ 

単位認定等に関する不正発生時の対応 

名 称 構 成 員 

危機対策本部 

本 部 長：学長 

副本部長：理事（教育担当） 

本 部 員：理事（総務担当）関係部局長，学生部長，教務課長， 

関係部局事務（部・課）長， 

その他必要と認められる者 

調査委員会 

関係部局長， 

関係部局の事務（部・課）長， 

その他必要と認められる者 

被害者相談窓口 学生何でも相談室又は，関係部局事務（部）長（担当課長） 

連絡調整窓口（学内対応） 学生部教務課長 

学 外 担 当 窓 口 
報道機関対応 

調整窓口：広報室長 

問い合わせ対応：関係部局又は学生部        

文部科学省等対応 学生部長又は教務課長 
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単位認定等に関する不正発生時の対応 

初期段階 

次の段階

事故発生（発覚） 

当該授業を実施している部局の教務

(学生係)に第一報が入る。 

総務企画・コンプライアンス推進室に連絡 学生部教務課長に連絡が入る 

正確な情報の収集・管理 
・当事者(教員・学生)からの事情聴取

・正確な状況の把握

・被害の有無と程度の確認

レベル２以上の場合 

情報の一元化 

確認・未確認情報の整理 

記録 

教育担当理事、危機管理担当理事に報告 

役員・関係部署に連絡 

関係者を招集 

レベルの判定 

レベル２以上の場合 

危機対策本部設置 

対策方針を決定 

・全体状況の把握

・被害の有無と程度の確認

・報道機関への公表の判断、各部局へ

電話や取材への対応を指示

・相談窓口設置の有無

・調査委員会設置の検討、メンバー選定

文部科学省への報告 

調査委員会の設置 

・原因究明

・事実詳細把握

・調査レポート作成

事態が収束後、今後の大学としての対応策を発表、 

再発防止に努める姿勢を明らかにし、信頼回復を図る。 

学内及び告発者に事実を報告・謝罪 

・学内掲示

・（必要に応じ）訪問、電話、

ファックス、メール等 

報道機関への公表をする場合 
・記者発表の日時、場所、発表者

の決定

・発表用原稿、想定問答集の作成

・記者クラブへの連絡

・報道機関対応窓口の一本化

・ＨＰ掲載の検討

当該部局長等に報告 

不正の防止 

・学内への注意喚起

・再発防止策の検討

相談窓口の開設 

既存の「学生何でも相談室 

必要に応じて 

新規に「相談窓口」の設置 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

3.教職員による重大な犯罪

Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

３．教職員による重大な犯罪 

事例：教職員が学外で暴行事件を起こし，被害者は救急車で病院に搬送されたも

ののそのまま死亡した。教職員は，駆けつけた警察官に逮捕された。 

（１）初期対応

①情報収集

連絡を受けた当該部局の職員は，事件の発生状況を関係機関（警察，消防署，

病院等）との連携を図りながら正確な情報を収集整理し，上司へ報告します。 

・事件の発生状況（いつ，どこで，誰が，何を，どうした）

・被害状況（被害者の有無，怪我等の状況，物損等の状況など）

（２）連絡体制

①連絡系統

事件の第一報を受けた当該部局の職員は、その内容を上司に報告するともに，総

務部総務課に連絡します。総務部総務課長は，事件の状況を確認し，総務企画・コ

ンプライアンス推進室に報告します。

総務企画・コンプライアンス推進室は、当該部局と連携し、警察、消防、病院等

から情報を収集し、危機管理担当理事に報告するとともに、総務部人事課及びその

他の関係部署に情報提供を行います。 

②連絡調整窓口

事件の対応状況等の全ての情報は、総務企画・コンプライアンス推進室に集約し、

学内の連絡調整窓口として機能します。 

③保護者等の関係者への連絡

本学学生が被害者の場合は，当該学生の所属する部局を通じて，保護者等の関係

者に事件の状況や本人の状態，搬送先などの事実のみを伝えます。 

（３）事件への対処等

①危機管理レベルの判定（別表１参照）

学長は，関係部局の危機管理員，総務企画・コンプライアンス推進室他関係者を

招集し，危機管理レベルの判定を行い，今後の対処方針（危機対策本部設置など）

を検討します。 

②危機対策本部の設置

学長は，危機管理レベル等により，事件の対処のために必要と判断するときは，

危機対策本部を設置します。 

※ 構成員（別表２参照）

③部局等への対応の指示

学長は，被害者（被害家族）への対応も含めた今後の対応について，関係部局へ

適正な指示を行います。 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

3.教職員による重大な犯罪 

（４）学外対応 

①被害者等への対応 

被害者及びその家族への見舞い・謝罪等の対応は，原則として当該教職員の所属

する部局長等がおこなうこととするが，状況に応じて，危機対策本部との調整を行

い対応について検討します。 

②学外への公表等 

事故の発生について，必要に応じＨＰやメディアにより学外へ公表します。 

報道機関からの取材要請等がある場合には危機対策本部と協議の上，必要に応じ

て記者会見を行います。 

報道機関等の外部からの問い合わせへの対応は広報室が行います。 

③文部科学省への報告 

総務部長又は総務課長は事件の概要を文部科学省へ報告し，その後も状況に応じ

て続報をいれます。 

 

（５）事後対策・再発防止 

①学生・教職員への対応 

学生・教職員に対し，ホームページや掲示等により事件の公表及び再発防止のた

めの注意喚起を行います。 

また，事件によりショックを受けている学生がいた場合は，精神科医やカウンセ

ラー等の専門家に対応を依頼する等，連携を図りながら心のケアを行い，必要に応

じて相談窓口を設置します。 

②当該教員の処分 

学長は，事件を起こした当該教員に対し，職員就業規則等の規則に基づく処分を

決定します。 

③大学の信頼回復 

事態の収束後，大学として，再発防止のための対応策を発表し，社会における信

頼回復を図ります。 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

3.教職員による重大な犯罪

別表１ 

レ ベ ル 表

レベル１ レベル２ レベル３

教職員が犯罪に関与して

いるとの情報が入った。 

教職員が犯罪に関与して

いる事実が確認された。 

犯罪の内容は軽微なもの

である。 

教職員が重大な犯罪に関与し

ている事実が確認された。 

社会に与える影響が大きい。 

関係者への連絡・報告 総務企画・コンプライア

ンス推進室，関係部局等に

よる協議

総務企画・コンプライアンス

推進室，関係部局等による協議 

危機対策本部の設置の検討 

公表（ＨＰ，メディア等）の検討 

別表２ 

教職員による犯罪への対応 

名 称 構 成 員 

危機対策本部 

本 部 長：学長 

副本部長：理事（危機管理担当） 

本 部 員：関係理事，関係部局長，事務局担当部課長， 

関係部局事務（部・課）長， 

その他必要と認められる者 

連絡調整窓口（学内対応） 総務企画・コンプライアンス推進室長 

学 外 担 当 窓 口 
報道機関対応 連絡調整・問い合わせ対応：広報室長 

文部科学省等対応 総務部長又は総務課長 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

3. 教職員による重大な犯罪  

教職員による重大な犯罪時の対応 

 

初期段階 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の段階 

 

 

 

 

 

 

事故発生（発覚） 

  

第一報が入る。 

総務部総務課に連絡が入る 

総務企画・コンプライアンス推進室 

正確な情報の収集・管理 
・関係機関(警察・消防署・病院)から事情聴取を行う 

・被害状況の確認 

情報の一元化 

確認・未確認情報の整理 

記録 

 

危機担当理事に報告 

役員 

関係者を招集 

レベルの判定 

危機対策本部設置 

対策方針を決定 
・被害状況の把握 

・報道機関への公表の判断，各部局へ電話や取材への対応を指示 

 ・相談窓口設置の有無 

文部科学省への報告 

被害拡大の防止 

・当該教職員の処分 

・学内への注意喚起 

事態が収束後，今後の大学としての対応策を発表， 

再発防止に努める姿勢を明らかにし、信頼回復を図る。 

報道機関への公表をする場合 
・緊急記者発表の日時，場所， 

発表者の決定 

・発表用原稿，想定問答集の作成 

・記者クラブへの連絡 

・報道機関対応窓口の一本化 

当該部局長等に報告 

被害者及び家族等への報告・

謝罪等 
・（必要に応じ）訪問，電話，

ファックス，メール 

相談窓口の開設 

当該教職員の所属部署の責任者に連絡 

レベル２以上の場合 

総務部人事課へ連絡 

（その他関係部署へ連絡） 

情報共有 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

4.個人情報漏えい 

Ⅲ 教職員に係る危機への対応

 ４．個人情報の紛失、漏えい 

事例：職員が、事務作業に使用する、在学生の学部、学科、氏名、生年月日等のデー

タを記録した電磁的記録媒体を紛失した。

その後、紛失した記録媒体に入っていた個人情報が、ネット上で公開されてい

ることが判った。

（１）初期対応

①状況把握

個人情報の紛失が発覚した場合、紛失したと考えられる場所を探し、関連部署へ

落とし物の届け出がないか確認します。また、当該職員から、事案の発生又は発覚

日、事案の経過等の経緯について聴取し、紛失した個人情報の内容、件数、問題の

所在等、状況を把握します。併せて、関係部署へ速やかに報告します。 

②漏えい情報の確認

情報の漏えいが生じた場合は、漏えいした個人情報を確認後、該当する学生に対

し状況を連絡し、電話や葉書等による詐欺などに対して注意するように伝えます。 

  犯罪性が高いと考えられる場合は、警察へ連絡します。 

（２）連絡体制等

①連絡系統

個人情報の紛失に気づいた職員は、速やかに上司に連絡するとともに当該個人情

報を管理する当該部局の保護管理者（部局長、事務(部)長、課長等）に報告します。 

報告を受けた保護管理者は、事案が発生した経緯、被害状況等を確認後、直ちに

総括保護管理者（総務担当理事：所管は総務課）及び情報企画課長に報告します。 

総括保護管理者は、学長に報告します。 

②連絡調整窓口（学内対応）

事案への対応状況等の全ての情報は、総務課に集約し、学内の連絡調整窓口とし

て機能します。 

③紛失、漏えいした情報の対象学生への連絡

紛失、漏えいした情報の該当する学生に対しては、所属部局又は学生部から状況

を連絡します。 

（３）事案への対処等

①危機管理レベル判定（別表１参照）

学長は、危機管理員、総務企画・コンプライアンス推進室他関係者を招集し、危

機管理レベルの判定を行い、今後の対処方針（危機対策本部設置など）を検討しま

す。 

②危機対策本部の設置

学長は、危機管理レベル等により、事案への対処のため必要と判断するときは、

危機対策本部を設置します。 

※ 構成員（別表２参照）
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

                                4.個人情報漏えい 

③調査委員会の設置 

事案の状況を踏まえ、必要に応じて調査委員会を設置し、発生原因や問題点を調

査・究明するとともに、再発防止のための改善策をとりまとめます。 

 ※ 構成員（別表２参照）） 

 

  （４）学外対応 

    ①被害者等への対応 

被害者の学生の所属部局又は学生部は、個人情報の紛失、漏えいに対して謝罪を

行います。 

また、必要に応じ被害者に対する説明会を開催し、状況の報告等を行います。 

    ②学外への公表等 

     事案の発生について、必要に応じ HP やメディアにより学外へ公表します。 

報道機関との連絡調整は広報室が行い、取材要請等がある場合には、必要に応じ

て記者会見を行います。 

報道機関等外部からの問い合わせへの対応は事案に応じ関係部局又は事務局が行

います。 

     ③文部科学省への報告 

      総務部長又は情報企画課長は個人情報の紛失、漏えいの概要を文部科学省へ報告

し、その後も状況に応じて続報を入れます。 

 

  （５）事後対策・再発防止 

    ①学生・教職員への対応 

学生・教職員に対し、事件の経過を記した文書の配布や掲示板等により、個人情

報保護に関する注意喚起を図ります。 

②再発防止策の検討 

     個人情報保護に関する講演会を開催し、教職員の意識の徹底を図るなど、再発防

止策等を実施します。 

    ③大学の信頼回復 

必要に応じ、ホームページ等において再発防止のための対応策を公表し、社会に

おける信頼回復を図ります。 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

                                4.個人情報漏えい 

別表１ 

レ ベ ル 表 

レベル１ レベル２  レベル３ 

 

 個人情報の紛失の可能性があ

るとの情報が入った。 

 

 個人情報の入った書類のファ

イルの所在が確認できないこと

が判明 

 

 

 個人情報が漏えいした可能

性があるが、データの内容は深

刻な被害を及ぼすものではな

い。 

 

 

 

 

 個人情報が漏えいした事実

が確認された。 

 

 個人情報のうち、深刻な被害

を及ぼすおそれがあるデータ

が漏洩した。 

 

 

 内部関係者へのヒアリング 

 

 

 

 

 

 

 必要に応じて、調査委員会を

設置 

 

 

 調査委員会を設置 

  

 

              

危機対策本部の設置を検討 

              公表（HP、メディア等）の検討 

 

 

 

別表２ 

個人情報紛失、漏えい時の対応 
名          称 構    成    員 

 

 危 機 対 策 本  部 

 

本 部 長：学  長 

副本部長：総括保護管理者(理事（総務担当)） 

本 部 員：理事(教育担当)、関係部局長、事務局担当部 

課長、関係部局事務（部・課）長、 

その他必要と認められる者 

 

  調 査 委 員 会 

 

事務局担当部課長、関係部局長、関係部局の事務（部・

課）長、その他必要と認められる者（システム担当者、

情報公開・個人情報保護管理委員会委員長等） 

  連 絡 調 整 窓 口（学 内 対 応） 総務部総務課長 

   

 学 外 担 当 窓 口 

 

 

報道機関等対応 

 

調整窓口：広報室長 

問合せ対応：関係部局又は事務局又

は関係各課 

文部科学省対応 総務部長又は総務課長 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

5.事件・事故：災害等（国内）

Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

５．学外での事故等（国内） 

事例：教員が出張中、用務終了後の帰路の途中、大規模地震が発生し車両事故に

より複数の教員が負傷した。 

（１）初期対応

①状況把握

当該教員の所属する部局は，事故の状況及び搬送先の病院など可能な限りの情報

を収集します。 

関係機関（警察，消防署，病院等）との連絡を密にし、負傷者の状況を把握

し、関係部署へ報告します。また、必要な場合には事故現場や病院等へ職員を派

遣します。 

（２）連絡体制

①連絡系統

第一報を受けた部署の職員は，直ちに教員が所属する部局の事務（部・課）長

等に連絡するとともに、総務部（人事課）へ連絡します。部局の事務（部・課）

長等は当該部局の危機管理員に報告します。人事課長は事実を確認し，総務企

画・コンプライアンス推進室に連絡します。理事（総務担当）は学長へ報告しま

す。 

②連絡調整窓口

事故への対応状況等の全ての情報は，人事課長へ集約し、学内の連絡調整窓口と

して機能します。 

（３）事故への対処等

①危機管理レベルの判定（別表１参照）

学長は、危機管理員、総務企画・コンプライアンス推進室等関係者を招集し、危

機管理レベルの判定を行い、今後の対処方針（危機対策本部設置など）を検討しま

す。 

②危機対策本部の設置

学長は、危機レベル等により、事故の対処のために必必要と判断するときは、危

機対策本部を設置します。 

※ 構成員（別表２参照）

③被害者家族等への対応

被害者の所属する関係部署を通じて、被害者の家族等へ被害者の容体や事故の状

況、搬送先、大学の対応について連絡、説明します。また、被害者家族が現地へ行

かなければならない場合は、迅速に対応します。 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

5.事件・事故：災害等（国内）

（４）学外対応

①学外への公表等

事故の発生について、必要に応じＨＰやメディア等により学外へ公表します。

報道機関との連絡調整は広報室が行い、取材要請がある場合には、必要に応じて

記者会見を行います。 

また，報道機関等への説明が必要な場合や多数の報道機関等からの取材要請があ

る場合には，必要に応じて記者会見を行う。 

報道機関等の外部からの問い合わせの対応は広報室が行います。 

②文部科学省への報告

総務部長又は人事課長は，事態の概要を速やかに文部科学省に報告し，その後も

状況に応じて続報を入れます。 

（５）事後対策

①被害者への対応

被害者が復職する際には，復帰を支援するための手段を講じます。また，事故に

より精神的ショックを受けている場合には，精神科医やカウンセラー等の専門家に

依頼するなど連携を図りながら心のケアを行い，復帰を支援します。 

②学生・教職員への周知

学生・教職員に対し，事故の経過を記した文書の配布や掲示等により，事件や事

故に遭遇した場合の対応についての周知を図ります。 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

5.事件・事故：災害等（国内）

別表１ 

レ ベ ル 表

レベル１ レベル２ レベル３

教職員が事件・事故・災

害等にあったとの情報が入

った。 

人身への負傷が無い又は

軽いと当事者から連絡があ

った。 

多数の教職員が事件･事

故・災害等にあったとの情

報が入った。 

 複数の負傷者がいる場

合。 

教職員が，重大かつ重篤な

事件･事故･災害等にあったと

の情報があった場合 

死亡，行方不明、又は負傷

の程度が重篤及び重傷者がい

る場合。 

関係者への連絡、報告 危機管理室、危機管理員

等との協議 

危機管理室、危機管理員等

との協議 

被害者の相談窓口を設置 

危機対策本部の設置を検討 

 公表（ＨＰ、メディア等）の検討 

別表２ 

事件・事故・災害等（国内）の対応 

名 称 構 成 員 

対 策 本 部 

本 部 長：学長 

副本部長：理事（総務担当） 

本 部 員：関係部局長，総務部長，人事課長，総務課長， 

関係部局事務（部・課）長，その他必要と認め

られる者 

被害者相談窓口 

関係部局長又は事務局担当部課長， 

産業医，安全衛生担当者， 

その他必要と認められる者 

連絡調整窓口（学内対応） 総務部人事課長 

学外担当窓口
報道機関対応 

調整窓口：広報室長 

問い合わせ対応：関係部局、人事課 

文部科学省等対応 総務部長又は人事課長 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

5.事件・事故：災害等（国内）

国内における事件・事故・災害等発生時の対応 

初期段階 

次の段階

事故発生（発覚） 
第一報が入る。 

総務部人事課長に連絡が入る 

正確な情報の収集・管理 

・関係(事件・事故・災害等の発生現場

の所轄警察署，消防署，収容先の病院， 

用務先の機関等)から情報収集を行う。 

・被害状況の確認

情報の一元化 

確認・未確認情報の整理 

記録 

学長、総務担当理事（総務企画・コンプライアンス推進室）に報告 

役員・関係部署に連絡 

関係者を招集 

レベルの判定 

レベル２以上の場合 

危機対策本部設置 

対策方針を決定 
・全体状況の把握

・職員等の被災地(所轄警察署，消防署，病院等)への派遣の検討

・被災者への対応

・報道機関への公表の有無，関係部局へ電話や取材への対応を指示

・相談窓口設置の有無

文部科学省への報告 

報道機関への公表をする場合 

・緊急記者発表の日時，場所，

発表者の決定

・発表用原稿，想定問答集の作成

・記者クラブへの連絡

・報道機関対応窓口の一本化

事件・事故・災害等の被害者 

の職務復帰等の手続き 

相談窓口の開設 

被害者等への対応 

・心のケア

・家族・関係者への事情説明

当該部局長等に報告 

総務企画・コンプライアンス推進室に連絡 

レベル２以上の場合 

発生現場の所轄警察署，消防署 

収容先の病院，用務先の機関等

との連絡調整 

事態が収束後，できる限りの対応をしたのか検証を行い，必 

要があれば検証結果を踏まえて以後の対応に反映させる。 
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 Ⅲ 教職員に係る危機への対応  

６ 事件・事故・災害等（国外） 

Ⅲ 教職員に係る危機への対応 

６．学外での事故等（国外） 

事例：本学の学生・教職員らのグループが，海外研修で、海外に滞在中、建物爆

破事件に巻き込まれ，本学の学生・教職員３人も重軽傷を負い，救急車で

市内の病院に搬送されたとそれぞれの留守家族に現地より連絡があり，家

族から本学にも連絡が入った。 

（１）初期対応・情報収集

①状況把握

連絡を受けた学生部国際事業課長は，事案発生状況を関係機関（滞在先機関，外

務省，文部科学省，在外日本大使館等）と連携を図りながら，事案に関する正確な

情報の収集，整理を行います。 

②危機管理レベルの判定（別表１参照）

国際事業課長は，速やかに理事（研究・国際担当）に報告するとともに関係者を

招集し，危機管理レベルの判定を行い，今後の対応（緊急対策本部設置など）を検

討します。 

（２）連絡体制

①連絡系統

第一報を受けた当該部局職員は，その内容を上司及び関係部局の危機管理員（部

局長）等に報告するとともに，直ちに国際事業課長（連絡調整窓口）へ連絡しま

す。 

連絡を受けた国際事業課長は、速やかに学長，理事（国際交流担当・危機管理担

当）に報告します。 

また，危機レベルが２以上と判断された場合には，国際事業課長は総務部総務課

長にも連絡します。 

②被害者家族等への連絡

国際事業課長から連絡を受けた被害者の所属する関係部署または、海外研修

等の実施部局は，被害者家族等へ事故の状況や被害者の容体，搬送先などの情

報の提供を行います。 

（３）対策本部

①構成員・指揮命令系統（別表２参照）

対策本部の構成員及び指揮命令系統については，別表２のとおりとします。

②事故状況の把握

(ｱ)文部科学省の事業で出張の場合

国際事業課長から，文部科学省の担当課に連絡するとともに，外務省，在外

公館と連携を図りながら事故の状況に関する正確な情報を収集・整理します。 

(ｲ)日本学術振興会，日本国際協力機構等の事業で出張中の場合

国際事業課長から，日本学術振興会，日本国際協力機構等の担当者に連絡す
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   Ⅲ 教職員に係る危機への対応   

６ 事件・事故・災害等（国外） 

るとともに，状況に応じて文部科学省，外務省及び在外公館と連携を図りなが

ら事故の状況に関する正確な情報を収集・整理します。 

(ｳ)その他の場合（出張、研修、留学中の場合） 

国際事業課長は，状況に応じて文部科学省，外務省及び在外公館等と連携を

図りながら事故の状況に関する正確な情報を収集・整理します。 

国際事業課長から連絡を受けた被害者の所属する関係部署又は、海外研修等

の実施部局は、上記３ケースのいずれの場合でも，収集･整理した正確な情報を

必要に応じて被害にあった学生・教職員の家族等へ提供します。 

③職員の派遣 

事故の状況を踏まえ，被害者の帰国や被害者家族の現地派遣が必要な場合には，

その手続を速やかに行う。また，帰国手続等の為に現地への職員派遣が必要を認め

られる場合には，速やかに職員を現地に派遣し，対応にあたらせる。 

  

  （４）学外への公表等 

①事案発生について，必要に応じＨＰやメディアにより学外へ公表します。 

報道機関との連絡調整は広報室が行い、取材要請等がある場合には、必要に応

じて記者会見を行います。 

報道機関等外部からの問い合わせへの対応は，国際事業課長が行います。 

②文部科学省への報告 

理事（研究・国際担当）の指示により，学生部長又は国際事業課長は事態の概要

を速やかに文部科学省に報告し，その後も状況に応じて続報を入れます。 

 

  （５）事後対策 

①被害者への対応 

被害者が復職する際には，復帰を支援するための手段を講じます。 

また，事故により精神的ショックを受けている場合には，精神科医やカウンセラ

ー等の専門家に依頼するなど連携を図りながら心のケアを行い，復帰を支援しま

す。 

②学生・教職員への周知 

学生・教職員に対し，事故の経過を記した文書の配布や掲示等により，海外で事

件や事故に遭遇した場合の対応についての周知を図ります。 
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   Ⅲ 教職員に係る危機への対応   

６ 事件・事故・災害等（国外） 

別表１ 

レ ベ ル 表 

レベル１ レベル２ レベル３ 

 

学生・教職員が海外出

張中に事件・事故・災害

等にあったとの情報が入

った。 

 

人身への負傷が無い又

は軽いと当事者から連絡

があった。 

 

学生・教職員が事件･事故・災

害等にあったとの情報が入っ

た。 

 

 

負傷の程度が重軽傷で被害者

の数が多数の場合。 

 

事件・事故・災害等にあった

との情報は入ったが，当事者と

連絡がとれない状態 

 

報道機関から本学教職員の安

否の照会または取材の申込みが

あった。 

 

 

学生・教職員が，事件･事

故･災害等により負傷し，深刻

な状況にあるという事実が確

認された。 

 

死亡，行方不明または負傷

の程度が重篤及び重傷で被害

者の数が多数の場合。 

 

 

 

 

報道機関から本学教職員の

安否の照会または取材の申込

みが殺到している。 

 

 

事実関係の確認 

（外務省，文部科学

省，滞在先機関，在

外公館等） 

 

家族等関係者への連

絡・対応 

 

緊急対策本部の設置を検討 

 

国際事業課に情報の一元化窓

口の設置 

 

家族等関係者への連絡・対応 

 

事故及び負傷の状況の調査・

情報収集 

 

 

緊急対策本部の設置 

 

報道機関の対応窓口を設置 

 

別表２ 

事件・事故・災害等（国外）の対応 

名   称 構   成   員 

 

 

対 策 本 部 

本 部 長：学長 

副本部長：理事（研究・国際担当） 

本 部 員：理事（総務担当）関係部局長，事務局担当課長， 

関係部局事務（部・課）長，その他必要と認めら 

れる者 

被害者相談窓口 
学生部国際事業課長，産業医，安全衛生担当者， 

その他必要と認められる者 

連絡調整窓口（学内対応） 学生部国際事業課長 

 

学外担当窓口  
報道機関対応 

調整窓口：広報室長 

問い合わせ対応：国際事業課長 

文部科学省等対応 学生部長又は国際事業課長 
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Ⅲ 教職員に係る危機への対応   

6．事件・事故・火災等（国外） 

国外における事件・事故・災害等発生時の対応 

 

初期段階 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次の段階 

  

 

 

 

 

 

事実発生 
当該部局に第一報が入る。 

学生部国際事業課長へ連絡が入る 

正確な情報の収集・管理 

 

・関係機関(外務省，在外公館等)事情聴取

を行う。 

情報の一元化 

確認・未確認情報の整理 

記録 

 

役員・関係部署に連絡 

関係者を招集 

レベルの判定 

レベル２以上の場合 

緊急対策本部設置 

対策方針を決定 
・事件・事故・災害状況の把握 

・本学教職員の現地派遣の検討 

・報道機関への公表の有無，関係部局へ電話や取材への対応を指示 

・報道機関相談窓口設置の有無 文部科学省への報告 

事態が収束後，できる限りの対応をしたのか検証を行い，必 

要があれば検証結果を踏まえて以後の対応に反映させる。 

報道機関への公表をする場合 

・緊急記者発表の日時，場所， 

発表者の決定 

・発表用原稿，想定問答集の作成 

・記者クラブへの連絡 

家族の渡航手続き，事故被害者

の帰国手続き 

 必要に応じて職員を派遣 

相談窓口の開設 

被害者等への対応 

・心のケア 

当該部局長等に報告 

総務企画・コンプライアンス推進室に連絡 

レベル２以上の場合 

外務省，在外公館、関係 

機関等との連絡調整 

外務省，在外公館，関係機関 

等の連絡調整 

総務企画・コンプライアンス推進室へ連絡 

国際交流担当理事、危機管理担当理事に報告 

被害者の家族に連絡 
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